
経 済 産 業 省 
 

２０１９０４０８貿局第３号 

輸出注意事項２０１９第１５号 

輸入注意事項２０１９第２２号 

経済産業省貿易経済協力局 

 

「電子情報処理組織を使用して行う特定手続等に係る申請項目について」（平成２２年２月１６日付け輸出注意

事項２２第４号・輸入注意事項２２第５号）及び「キンバリー・プロセス証明制度の参加国等について」（平成１７

年１２月１４日付け輸出注意事項１７第３０号・輸入注意事項１７第６１号）の一部を改正する規程を次のとおり

制定する。 

 

平成３１年４月１９日 

 

経済産業省貿易経済協力局長 石川 正樹 

 

 

 

「電子情報処理組織を使用して行う特定手続等に係る申請項目について」及び「キンバリー・プロセ

ス証明制度の参加国等について」の一部改正について 

 

 

「電子情報処理組織を使用して行う特定手続等に係る申請項目について」（平成２２年２月１６日付け輸出注意

事項２２第４号・輸入注意事項２２第５号）及び「キンバリー・プロセス証明制度の参加国等について」（平成１７

年１２月１４日付け輸出注意事項１７第３０号・輸入注意事項１７第６１号）の一部を下記のとおり改正し、平成

３１年５月１６日から施行する。 

 

記 

 

（１） 「「電子情報処理組織を使用して行う特定手続等に係る申請項目について」（平成２２年２月１６日付け輸

出注意事項２２第４号・輸入注意事項２２第５号）の一部を別紙の新旧対照表（別表１）のとおり改正する。 

（２） 「キンバリー・プロセス証明制度の参加国等について」（平成１７年１２月１４日付け輸出注意事項１７

第３０号・輸入注意事項１７第６１号）の一部を別紙の新旧対照表（別表２）のとおり改正する。 

 



（別紙） 

 

（別表１）「電子情報処理組織を使用して行う特定手続等に係る申請項目について」の一部を改正する規程新旧対

照表（傍線部分は改正部分） 
○「電子情報処理組織を使用して行う特定手続等に係る申請項目について」（平成２２年２月１６日付け輸出注意

事項２２第４号・輸入注意事項２２第５号） 
改 正 後 現 行 

別表第一～第二十四 （略） 
別紙１・２ （略） 
別紙３ 国コード表 

国コード 国名 
（略） （略） 
ＳＹ ＳＹＲＩＡ 
ＳＺ ＥＳＷＡＴＩＮＩ 

ＴＣ ＴＵＲＫＳ ＡＮＤ ＣＡＩＣＯ

Ｓ ＩＳＬＡＮＤ 
（略） （略） 

別紙４～１２ （略） 

別表第一～第二十四 （略） 
別紙１・２ （略） 
別紙３ 国コード表 

国コード 国名 
（略） （略） 
ＳＹ ＳＹＲＩＡ 
ＳＺ ＳＷＡＺＩＬＡＮＤ 

ＴＣ ＴＵＲＫＳ ＡＮＤ ＣＡＩＣＯ

Ｓ ＩＳＬＡＮＤ 
（略） （略） 

別紙４～１２ （略） 

（別表２）「キンバリー・プロセス証明制度の参加国等について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は

改正部分） 
○「キンバリー・プロセス証明制度の参加国等について」（平成１７年１２月１４日付け輸出注意事項１７第３０

号・輸入注意事項１７第６１号） 
改 正 後 現 行 

「ダイヤモンド原石の輸出承認について」（平成１

４年１２月２７日付け平成１４・１２・２０貿局第３

号・輸出注意事項１４第５３号）記６及び「ダイヤモ

ンド原石の輸入承認について」（平成１４年１２月２

７日付け平成１４・１２・１８貿局第１号・輸入注意

事項１４第６８号）記４で定めるキンバリー・プロセ

ス証明制度に参加している国及び地域は、下記のとお

りとなります。 
なお、平成１５年２月１２日付け「（お知らせ）キン

バリー・プロセス証明制度の参加国について」は廃止

します。 
 
記 
 

アンゴラ、アルメニア、オーストラリア、バングラ

デシュ、ベラルーシ、ボツワナ、ブラジル、カンボジ

ア、カメルーン、カナダ、中央アフリカ共和国、中華

人民共和国、台湾、コンゴ民主共和国、コートジボワ

ール、クロアチア、エスワティニ、欧州共同体、ガー

ナ、ギニア、ガイアナ、インド、インドネシア、イス

ラエル、日本、カザフスタン、大韓民国、ラオス、レ

バノン、レソト、リベリア、マレーシア、マリ、モー

リシャス、メキシコ、ナミビア、ニュージーランド、

ノルウェー、パナマ、コンゴ共和国、ロシア、シエラ

レオネ、シンガポール、南アフリカ共和国、スリラン

カ、スイス、タンザニア、タイ、トーゴ、トルコ、ウ

クライナ、アラブ首長国連邦、アメリカ合衆国、ベネ

ズエラ、ベトナム、ジンバブエ 

「ダイヤモンド原石の輸出承認について」（平成１

４年１２月２７日付け平成１４・１２・２０貿局第３

号・輸出注意事項１４第５３号）記６及び「ダイヤモ

ンド原石の輸入承認について」（平成１４年１２月２

７日付け平成１４・１２・１８貿局第１号・輸入注意

事項１４第６８号）記４で定めるキンバリー・プロセ

ス証明制度に参加している国及び地域は、下記のとお

りとなります。 
なお、平成１５年２月１２日付け「（お知らせ）キン

バリー・プロセス証明制度の参加国について」は廃止

します。 
 
記 
 

アンゴラ、アルメニア、オーストラリア、バングラ

デシュ、ベラルーシ、ボツワナ、ブラジル、カンボジ

ア、カメルーン、カナダ、中央アフリカ共和国、中華

人民共和国、台湾、コンゴ民主共和国、コートジボワ

ール、クロアチア、欧州共同体、ガーナ、ギニア、ガ

イアナ、インド、インドネシア、イスラエル、日本、

カザフスタン、大韓民国、ラオス、レバノン、レソト、

リベリア、マレーシア、マリ、モーリシャス、メキシ

コ、ナミビア、ニュージーランド、ノルウェー、パナ

マ、コンゴ共和国、ロシア、シエラレオネ、シンガポ

ール、南アフリカ共和国、スリランカ、スワジランド、

スイス、タンザニア、タイ、トーゴ、トルコ、ウクラ

イナ、アラブ首長国連邦、アメリカ合衆国、ベネズエ

ラ、ベトナム、ジンバブエ 
 



経 済 産 業 省 
 

２０１９０４０８貿 局第３号 

輸出注意事項２０１９第１６号 

経 済 産 業 省 貿 易 経 済 協 力 局 

 

「包括輸出承認取扱要領」（平成２６年３月１４日付け輸出注意事項２６第６号）等の一部

を改正する規程を次のとおり制定する。 

 

平成３１年４月１９日 

 

 

経済産業省貿易経済協力局長 石川 正樹 

 

 

 

「包括輸出承認取扱要領」等の一部改正について 

 

 

「包括輸出承認取扱要領」（平成２６年３月１４日付け輸出注意事項２６第６号）等の一部

を下記のとおり改正し、平成３１年５月１６日から施行する。 

 

記 

 

（１） 「包括輸出承認取扱要領」（平成２６年３月１４日付け輸出注意事項２６第６号）の

一部を（別紙１）の新旧対照表のとおり改正する。 

（２） 「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の締約国等について」（平

成２７年４月２２日付け輸出注意事項２７第６号）の一部を（別紙２）の新旧対照表のと

おり改正する。 

（３） 「国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報

に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約」及び「残留性有機汚染物質に関するスト

ックホルム条約」の締約国について（平成１８年３月１５日付け輸出注意事項１８第４号

）の一部を（別紙３）の新旧対照表のとおり改正する。 

（４） 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約の締約国等について」

（平成１９年１０月１１日付け輸出注意事項１９第３１号）の一部を（別紙４）の新旧対

照表のとおり改正する。 

 

 



（別紙１） 
 

「包括輸出承認取扱要領」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 
○「包括輸出承認取扱要領」（平成２６年３月１４日付け輸出注意事項２６第６号） 

改 正 後 現 行 

１．～４． （略） 
別紙１ 
（１）包括輸出承認に係る仕向地 
① 甲地域 
アルバニア、アルジェリア、アンドラ、アンゴラ、アンティグア・バーブータ、

アルゼンチン、アルメニア、オーストラリア、オーストリア、アゼルバイジャン、

バハマ、バーレーン、バングラデシュ、バルバドス、ベラルーシ、ベルギー、ベリ

ーズ、ベナン、ブータン、ボリビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ブラ

ジル、ブルネイ、ブルガリア、ブルキナファソ、ブルンジ、カーボベルデ、カンボ

ジア、カメルーン、カナダ、チャド、チリ、中華人民共和国、コロンビア、コモロ

、コンゴ共和国、クック、コスタリカ、コードジボワール、クロアチア、キューバ

、キプロス、チェコ、デンマーク、ジブチ、ドミニカ、ドミニカ共和国、エクアド

ル、エジプト、エルサルバドル、エリトリア、エストニア、エスワティニ、エチオ

ピア、ＥＵ、フィジー、フィンランド、フランス、ガボン、ガンビア、ジョージア

、ドイツ、ガーナ、ギリシャ、グレナダ、グアテマラ、ギアナ、ギニアビサウ、ガ

イアナ、ハイチ、バチカン、ホンジュラス、香港、ハンガリー、アイスランド、イ

ンド、インドネシア、アイルランド、イスラエル、イタリア、ジャマイカ、ヨルダ

ン、カザフスタン、ケニア、クウェート、キルギス、ラオス、ラトビア、レソト、

リベリア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マカオ、マダガス

カル、マラウイ、マレーシア、モルディブ、マリ、マルタ、マーシャル、モーリタ

ニア、モーリシャス、メキシコ、ミクロネシア、モナコ、モンゴル、モンテネグロ

、モロッコ、モザンビーク、ミャンマー、ナミビア、ナウル、ネパール、オランダ

、ニュージーランド、ニカラグア、ニジェール、ナイジェリア、ニウエ、ノルウェ

１．～４． （略） 
別紙１ 
（１）包括輸出承認に係る仕向地 
① 甲地域 
アルバニア、アルジェリア、アンドラ、アンゴラ、アンティグア・バーブータ、

アルゼンチン、アルメニア、オーストラリア、オーストリア、アゼルバイジャン、

バハマ、バーレーン、バングラデシュ、バルバドス、ベラルーシ、ベルギー、ベリ

ーズ、ベナン、ブータン、ボリビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ブラ

ジル、ブルネイ、ブルガリア、ブルキナファソ、ブルンジ、カーボヴェルデ、カン

ボジア、カメルーン、カナダ、チャド、チリ、中華人民共和国、コロンビア、コモ

ロ、コンゴ共和国、クック、コスタリカ、コードジボワール、クロアチア、キュー

バ、キプロス、チェコ、デンマーク、ジブチ、ドミニカ、ドミニカ共和国、エクア

ドル、エジプト、エルサルバドル、エリトリア、エストニア、エチオピア、ＥＵ、

フィジー、フィンランド、フランス、ガボン、ガンビア、ジョージア、ドイツ、ガ

ーナ、ギリシャ、グレナダ、グアテマラ、ギアナ、ギニアビサウ、ガイアナ、ハイ

チ、バチカン、ホンジュラス、香港、ハンガリー、アイスランド、インド、インド

ネシア、アイルランド、イスラエル、イタリア、ジャマイカ、ヨルダン、カザフス

タン、ケニア、クウェート、キルギス、ラオス、ラトビア、レソト、リベリア、リ

ヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マカオ、マダガスカル、マラウ

イ、マレーシア、モルディブ、マリ、マルタ、マーシャル、モーリタニア、モーリ

シャス、メキシコ、ミクロネシア、モナコ、モンゴル、モンテネグロ、モロッコ、

モザンビーク、ミャンマー、ナミビア、ナウル、ネパール、オランダ、ニュージー

ランド、ニカラグア、ニジェール、ナイジェリア、ニウエ、ノルウェー、オマーン



ー、オマーン、パキスタン、パナマ、パラグアイ、ペルー、フィリピン、ポーラン

ド、ポルトガル、カタール、大韓民国、モルドバ、ルーマニア、ロシア、ルワンダ

、サモア、サンマリノ、サントメ・プリンシペ、サウジアラビア、セネガル、セル

ビア、セーシェル、シエラレオネ、シンガポール、スロバキア、スロベニア、南ア

フリカ共和国、スペイン、スリランカ、セントクリストファー・ネービス、セント

ルシア、セントビンセント、パレスチナ、スリナム、スウェーデン、スイス、タジ

キスタン、タイ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、東ティモール、トーゴ、ト

ンガ、トリニダード・トバゴ、チュニジア、トルコ、トルクメニスタン、ウガンダ

、ウクライナ、アラブ首長国連邦、英国、タンザニア、アメリカ合衆国、ウルグア

イ、ウズベキスタン、バヌアツ、ベネズエラ、ベトナム、イエメン、ザンビア、ジ

ンバブエ 
② （略） 

（２） （略） 
別紙２ （略） 

、パキスタン、パナマ、パラグアイ、ペルー、フィリピン、ポーランド、ポルトガ

ル、カタール、大韓民国、モルドバ、ルーマニア、ロシア、ルワンダ、サモア、サ

ンマリノ、サントメ・プリンシペ、サウジアラビア、セネガル、セルビア、セーシ

ェル、シエラレオネ、シンガポール、スロバキア、スロベニア、南アフリカ共和国

、スペイン、スリランカ、セントクリストファー・ネーヴィス、セントルシア、セ

ントビンセント、パレスチナ、スリナム、スワジランド、スウェーデン、スイス、

タジキスタン、タイ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、東ティモール、トーゴ

、トンガ、トリニダード・トバゴ、チュニジア、トルコ、トルクメニスタン、ウガ

ンダ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、英国、タンザニア、アメリカ合衆国、ウル

グアイ、ウズベキスタン、バヌアツ、ベネズエラ、ベトナム、イエメン、ザンビア

、ジンバブエ 
② （略） 

（２） （略） 
別紙２ （略） 



（別紙２） 
 

「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の締約国等について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 
○「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の締約国等について」（平成２７年４月２２日付け輸出注意事項２７第６号） 

改 正 後 現 行 

「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書Ａ、附属書Ｂ、附

属書Ｃ及び附属書Ｅに掲げる物質の輸出承認について」（平成９年７月１日付け平成

０９・０６・２４貿局第３号・輸出注意事項９第３６号）の記５で定めるオゾン層を

破壊する物質に関するモントリオール議定書締約国を次のとおり制定し、平成２７年

４月２２日から施行する。 
なお、「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の締約国等につい

て」（平成１８年５月１２日付け輸出注意事項１８第１７号）は、平成２７年４月２１

日限り廃止する。 
記 

 
１ オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書ＡからＣまで及

びＥに掲げる物質の締約国 
アフガニスタン、アルバニア、アルジェリア、アンドラ、アンゴラ、アンティグ

ア・バーブーダ、アルゼンチン、アルメニア、オーストラリア、オーストリア、ア

ゼルバイジャン、バハマ、バーレーン、バングラデシュ、バルバドス、ベラルーシ

、ベルギー、ベリーズ、ベナン、ブータン、ボリビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ

、ボツワナ、ブラジル、ブルネイ、ブルガリア、ブルキナファソ、ブルンジ、コー

トジボワール、カンボジア、カメルーン、カナダ、カーボベルデ、中央アフリカ、

チャド、チリ、中華人民共和国（香港及びマカオを含む。）、コロンビア、コモロ、

コンゴ共和国、クック、コスタリカ、クロアチア、キューバ、キプロス、チェコ、

北朝鮮、コンゴ民主共和国、デンマーク、ジブチ、ドミニカ、ドミニカ共和国、エ

クアドル、エジプト、エルサルバドル、赤道ギニア、エリトリア、エストニア、エ

スワティニ、エチオピア、ソマリア、フィジー、フィンランド、フランス、ガボン

「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書Ａ、附属書Ｂ、附

属書Ｃ及び附属書Ｅに掲げる物質の輸出承認について」（平成９年７月１日付け平成０

９・０６・２４貿局第３号・輸出注意事項９第３６号）の記５で定めるオゾン層を破

壊する物質に関するモントリオール議定書締約国を次のとおり制定し、平成２７年４

月２２日から施行する。 
なお、「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の締約国等につい

て」（平成１８年５月１２日付け輸出注意事項１８第１７号）は、平成２７年４月２１

日限り廃止する。 
記 

 
１ オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書ＡからＣまで及び

Ｅに掲げる物質の締約国 
アフガニスタン、アルバニア、アルジェリア、アンドラ、アンゴラ、アンティグ

ア・バーブーダ、アルゼンチン、アルメニア、オーストラリア、オーストリア、ア

ゼルバイジャン、バハマ、バーレーン、バングラデシュ、バルバドス、ベラルーシ

、ベルギー、ベリーズ、ベナン、ブータン、ボリビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ

、ボツワナ、ブラジル、ブルネイ、ブルガリア、ブルキナファソ、ブルンジ、コー

トジボワール、カンボジア、カメルーン、カナダ、カーボヴェルデ、中央アフリカ

、チャド、チリ、中華人民共和国（香港及びマカオを含む。）、コロンビア、コモロ

、コンゴ共和国、クック、コスタリカ、クロアチア、キューバ、キプロス、チェコ

、北朝鮮、コンゴ民主共和国、デンマーク、ジブチ、ドミニカ、ドミニカ共和国、

エクアドル、エジプト、エルサルバドル、赤道ギニア、エリトリア、エストニア、

エチオピア、ソマリア、フィジー、フィンランド、フランス、ガボン、ガンビア、



、ガンビア、ジョージア、ドイツ、ガーナ、ギリシャ、グレナダ、グアテマラ、ギ

ニア、ギニアビサウ、ガイアナ、ハイチ、バチカン、ホンジュラス、ハンガリー、

アイスランド、インド、インドネシア、イラン、イラク、アイルランド、イスラエ

ル、イタリア、ジャマイカ、ヨルダン、カザフスタン、ケニア、キリバス、クウェ

ート、キルギス、ラオス、ラトビア、レバノン、レソト、リベリア、リビア、リヒ

テンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マダガスカル、マラウイ、マレー

シア、モルディブ、マリ、マルタ、マーシャル、モーリタニア、モーリシャス、メ

キシコ、ミクロネシア、モナコ、モンゴル、モンテネグロ、モロッコ、モザンビー

ク、ミャンマー、ナミビア、ナウル、ネパール、オランダ、ニュージーランド、ニ

カラグア、ニジェール、ナイジェリア、ニウエ、ノルウェー、オマーン、パキスタ

ン、パラオ、パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、ペルー、フィリピン、ポ

ーランド、ポルトガル、カタール、大韓民国、モルドバ、ルーマニア、ロシア、ル

ワンダ、セントクリストファー・ネービス、セントルシア、セントビンセント、サ

モア、サンマリノ、サントメ・プリンシペ、サウジアラビア、セネガル、セルビア

、セーシェル、シエラレオネ、シンガポール、スロバキア、スロベニア、ソロモン

、南アフリカ共和国、南スーダン、スペイン、スリランカ、スーダン、スリナム、

スウェーデン、スイス、シリア、台湾、タジキスタン、タイ、マケドニア旧ユーゴ

スラビア共和国、東ティモール、トーゴ、トンガ、トリニダード・トバゴ、チュニ

ジア、トルコ、トルクメニスタン、ツバル、ウガンダ、ウクライナ、アラブ首長国

連邦、英国、タンザニア、アメリカ合衆国、ウルグアイ、ウズベキスタン、バヌア

ツ、ベネズエラ、ベトナム、イエメン、ザンビア、ジンバブエ 

ジョージア、ドイツ、ガーナ、ギリシャ、グレナダ、グアテマラ、ギニア、ギニア

ビサウ、ガイアナ、ハイチ、バチカン、ホンジュラス、ハンガリー、アイスランド

、インド、インドネシア、イラン、イラク、アイルランド、イスラエル、イタリア

、ジャマイカ、ヨルダン、カザフスタン、ケニア、キリバス、クウェート、キルギ

ス、ラオス、ラトビア、レバノン、レソト、リベリア、リビア、リヒテンシュタイ

ン、リトアニア、ルクセンブルク、マダガスカル、マラウイ、マレーシア、モルデ

ィブ、マリ、マルタ、マーシャル、モーリタニア、モーリシャス、メキシコ、ミク

ロネシア、モナコ、モンゴル、モンテネグロ、モロッコ、モザンビーク、ミャンマ

ー、ナミビア、ナウル、ネパール、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、ニ

ジェール、ナイジェリア、ニウエ、ノルウェー、オマーン、パキスタン、パラオ、

パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、ペルー、フィリピン、ポーランド、ポ

ルトガル、カタール、大韓民国、モルドバ、ルーマニア、ロシア、ルワンダ、セン

トクリストファー・ネーヴィス、セントルシア、セントビンセント、サモア、サン

マリノ、サントメ・プリンシペ、サウジアラビア、セネガル、セルビア、セーシェ

ル、シエラレオネ、シンガポール、スロバキア、スロベニア、ソロモン、南アフリ

カ共和国、南スーダン、スペイン、スリランカ、スーダン、スリナム、スワジラン

ド、スウェーデン、スイス、シリア、台湾、タジキスタン、タイ、マケドニア旧ユ

ーゴスラビア共和国、東ティモール、トーゴ、トンガ、トリニダード・トバゴ、チ

ュニジア、トルコ、トルクメニスタン、ツバル、ウガンダ、ウクライナ、アラブ首

長国連邦、英国、タンザニア、アメリカ合衆国、ウルグアイ、ウズベキスタン、バ

ヌアツ、ベネズエラ、ベトナム、イエメン、ザンビア、ジンバブエ 

 



（別紙３） 
 

「「国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約」及び「残留性有機汚染物質に関するストッ

クホルム条約」の締約国について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 
○「国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約」及び「残留性有機汚染物質に関するストッ

クホルム条約」の締約国について（平成１８年３月１５日付け輸出注意事項１８第４号） 

改 正 後 現 行 

１ ロッテルダム条約の締約国 
アフガニスタン、アルバニア、アンティグア・バーブータ、アルゼンチン、アル

メニア、オーストラリア、オーストリア、バーレーン、ベルギー、ベリーズ、ベナ

ン、ボリビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ブラジル、ブルガリア、ブ

ルキナファソ、ブルンジ、カンボジア、カメルーン、カナダ、カーボベルデ、チャ

ド、チリ、中華人民共和国、コロンビア、コンゴ共和国、クック、コスタリカ、コ

ートジボワール、クロアチア、キューバ、キプロス、チェコ、北朝鮮、コンゴ民主

共和国、デンマーク、ジブチ、ドミニカ、ドミニカ共和国、エクアドル、エルサル

バドル、赤道ギニア、エリトリア、エストニア、エスワティニ、エチオピア、ＥＵ、

フィンランド、フランス、ガボン、ガンビア、ジョージア、ドイツ、ガーナ、ギリ

シャ、グアテマラ、ギニア、ギニアビサウ、ガイアナ、ホンジュラス、ハンガリー、

インド、インドネシア、イラン、イラク、アイルランド、イスラエル、イタリア、

ジャマイカ、ヨルダン、カザフスタン、ケニア、クウェート、キルギス、ラオス、

ラトビア、レバノン、レソト、リベリア、リビア、リヒテンシュタイン、リトアニ

ア、ルクセンブルク、マダガスカル、マラウイ、マレーシア、モルディブ、マリ、

マルタ、マーシャル、モーリタニア、モーリシャス、メキシコ、モンゴル、モンテ

ネグロ、モロッコ、モザンビーク、ナミビア、ネパール、オランダ、ニュージーラ

ンド、ニカラグア、ニジェール、ナイジェリア、ノルウェー、オマーン、パキスタ

ン、パレスチナ、パナマ、パラグアイ、ペルー、フィリピン、ポーランド、ポルト

ガル、カタール、大韓民国、モルドバ、ルーマニア、ロシア、ルワンダ、セントク

リストファー・ネービス、セントビンセント、サモア、サントメ・プリンシペ、サ

１ ロッテルダム条約の締約国 
アフガニスタン、アルバニア、アンティグア・バーブータ、アルゼンチン、アル

メニア、オーストラリア、オーストリア、バーレーン、ベルギー、ベリーズ、ベナ

ン、ボリビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ブラジル、ブルガリア、ブ

ルキナファソ、ブルンジ、カンボジア、カメルーン、カナダ、カーボヴェルデ、チ

ャド、チリ、中華人民共和国、コロンビア、コンゴ共和国、クック、コスタリカ、

コートジボワール、クロアチア、キューバ、キプロス、チェコ、北朝鮮、コンゴ民

主共和国、デンマーク、ジブチ、ドミニカ、ドミニカ共和国、エクアドル、エルサ

ルバドル、赤道ギニア、エリトリア、エストニア、エチオピア、ＥＵ、フィンラン

ド、フランス、ガボン、ガンビア、ジョージア、ドイツ、ガーナ、ギリシャ、グア

テマラ、ギニア、ギニアビサウ、ガイアナ、ホンジュラス、ハンガリー、インド、

インドネシア、イラン、イラク、アイルランド、イスラエル、イタリア、ジャマイ

カ、ヨルダン、カザフスタン、ケニア、クウェート、キルギス、ラオス、ラトビア、

レバノン、レソト、リベリア、リビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセ

ンブルク、マダガスカル、マラウイ、マレーシア、モルディブ、マリ、マルタ、マ

ーシャル、モーリタニア、モーリシャス、メキシコ、モンゴル、モンテネグロ、モ

ロッコ、モザンビーク、ナミビア、ネパール、オランダ、ニュージーランド、ニカ

ラグア、ニジェール、ナイジェリア、ノルウェー、オマーン、パキスタン、パレス

チナ、パナマ、パラグアイ、ペルー、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、カタ

ール、大韓民国、モルドバ、ルーマニア、ロシア、ルワンダ、セントクリストファ

ー・ネーヴィス、セントビンセント、サモア、サントメ・プリンシペ、サウジアラ



ウジアラビア、セネガル、セルビア、シエラレオネ、シンガポール、スロバキア、

スロベニア、ソマリア、南アフリカ共和国、スペイン、スリランカ、スーダン、ス

リナム、スウェーデン、スイス、シリア、タイ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和

国、トーゴ、トンガ、トリニダード・トバゴ、チュニジア、トルコ、ウガンダ、ウ

クライナ、アラブ首長国連邦、英国、タンザニア、ウルグアイ、バヌアツ、ベネズ

エラ、ベトナム、イエメン、ザンビア、ジンバブエ 
２ （略） 

ビア、セネガル、セルビア、シエラレオネ、シンガポール、スロバキア、スロベニ

ア、ソマリア、南アフリカ共和国、スペイン、スリランカ、スーダン、スリナム、

スワジランド、スウェーデン、スイス、シリア、タイ、マケドニア旧ユーゴスラビ

ア共和国、トーゴ、トンガ、トリニダード・トバゴ、チュニジア、トルコ、ウガン

ダ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、英国、タンザニア、ウルグアイ、バヌアツ、

ベネズエラ、ベトナム、イエメン、ザンビア、ジンバブエ 
２ （略） 

 

  



（別紙４） 
 

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約の締約国等について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 
○「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約の締約国等について」（平成１９年１０月１１日付け輸出注意事項１９第３１号） 

改 正 後 現 行 

１ 締約国 
アフガニスタン、アルバニア、アルジェリア、アンゴラ、アンティグア・バーブーダ、

アルゼンチン、アルメニア、オーストラリア、オーストリア、アゼルバイジャン、バハ

マ、バーレーン、バングラデシュ、バルバドス、ベラルーシ、ベルギー、ベリーズ、ベ

ナン、ブータン、ボリビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ブラジル、ブルネ

イ、ブルガリア、ブルキナファソ、ブルンジ、カーボベルデ、カンボジア、カメルーン、

カナダ、中央アフリカ、チャド、チリ、中華人民共和国（香港及びマカオを含む。）、コ

ロンビア、コモロ、コンゴ共和国、コスタリカ、コートジボワール、クロアチア、キュ

ーバ、キプロス、チェコ、コンゴ民主共和国、デンマーク、ジブチ、ドミニカ、ドミニ

カ共和国、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、赤道ギニア、エリトリア、エスト

ニア、エスワティニ、エチオピア、フィジー、フィンランド、フランス、ガボン、ガン

ビア、ジョージア、ドイツ、ガーナ、ギリシャ、グレナダ、グアテマラ、ギニア、ギニ

アビサウ、ガイアナ、ホンジュラス、ハンガリー、アイスランド、インド、インドネシ

ア、イラン、イラク、アイルランド、イスラエル、イタリア、ジャマイカ、ヨルダン、

カザフスタン、ケニア、クウェート、キルギス、ラオス、ラトビア、レバノン、レソト、

リベリア、リビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マダガスカル、

マラウイ、マレーシア、モルディブ、マリ、マルタ、モーリタニア、モーリシャス、メ

キシコ、モルドバ、モナコ、モンゴル、モンテネグロ、モロッコ、モザンビーク、ミャ

ンマー、ナミビア、ネパール、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、ニジュール、

ナイジェリア、ノルウェー、オマーン、パキスタン、パラオ、パナマ、パプアニューギ

ニア、パラグアイ、ペルー、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、カタール、大韓民

国、ルーマニア、ロシア、ルワンダ、セントクリストファー・ネービス、セントルシア、

セントビンセント、サモア、サンマリノ、サントメ・プリンシペ、サウジアラビア、セ

１ 締約国 
アフガニスタン、アルバニア、アルジェリア、アンゴラ、アンティグア・バーブーダ、

アルゼンチン、アルメニア、オーストラリア、オーストリア、アゼルバイジャン、バハ

マ、バーレーン、バングラデシュ、バルバドス、ベラルーシ、ベルギー、ベリーズ、ベ

ナン、ブータン、ボリビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ブラジル、ブルネ

イ、ブルガリア、ブルキナファソ、ブルンジ、カーボヴェルデ、カンボジア、カメルー

ン、カナダ、中央アフリカ、チャド、チリ、中華人民共和国（香港及びマカオを含む。）、

コロンビア、コモロ、コンゴ共和国、コスタリカ、コートジボワール、クロアチア、キ

ューバ、キプロス、チェコ、コンゴ民主共和国、デンマーク、ジブチ、ドミニカ、ドミ

ニカ共和国、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、赤道ギニア、エリトリア、エス

トニア、エチオピア、フィジー、フィンランド、フランス、ガボン、ガンビア、ジョー

ジア、ドイツ、ガーナ、ギリシャ、グレナダ、グアテマラ、ギニア、ギニアビサウ、ガ

イアナ、ホンジュラス、ハンガリー、アイスランド、インド、インドネシア、イラン、

イラク、アイルランド、イスラエル、イタリア、ジャマイカ、ヨルダン、カザフスタン、

ケニア、クウェート、キルギス、ラオス、ラトビア、レバノン、レソト、リベリア、リ

ビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マダガスカル、マラウイ、

マレーシア、モルディブ、マリ、マルタ、モーリタニア、モーリシャス、メキシコ、モ

ルドバ、モナコ、モンゴル、モンテネグロ、モロッコ、モザンビーク、ミャンマー、ナ

ミビア、ネパール、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、ニジュール、ナイジェ

リア、ノルウェー、オマーン、パキスタン、パラオ、パナマ、パプアニューギニア、パ

ラグアイ、ペルー、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、カタール、大韓民国、ルー

マニア、ロシア、ルワンダ、セントクリストファー・ネーヴィス、セントルシア、セン

トビンセント、サモア、サンマリノ、サントメ・プリンシペ、サウジアラビア、セネガ



ネガル、セルビア、セーシェル、シエラレオネ、シンガポール、スロバキア、スロベニ

ア、ソロモン、ソマリア、南アフリカ共和国、スペイン、スリランカ、スーダン、スリ

ナム、スワジランド、スウェーデン、スイス、シリア、タジキスタン、タイ、マケドニ

ア旧ユーゴスラビア共和国、トーゴ、トンガ、トリニダード・トバゴ、チュニジア、ト

ルコ、ウガンダ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、英国、タンザニア、アメリカ合衆国、

ウルグアイ、ウズベキスタン、バヌアツ、ベネズエラ、ベトナム、イエメン、ザンビア、

ジンバブエ 
２ （略） 

ル、セルビア、セーシェル、シエラレオネ、シンガポール、スロバキア、スロベニア、

ソロモン、ソマリア、南アフリカ共和国、スペイン、スリランカ、スーダン、スリナム、

スワジランド、スウェーデン、スイス、シリア、タジキスタン、タイ、マケドニア旧ユ

ーゴスラビア共和国、トーゴ、トンガ、トリニダード・トバゴ、チュニジア、トルコ、

ウガンダ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、英国、タンザニア、アメリカ合衆国、ウル

グアイ、ウズベキスタン、バヌアツ、ベネズエラ、ベトナム、イエメン、ザンビア、ジ

ンバブエ 
２ （略） 

 



経 済 産 業 省 
 

２ ０ １ ９ ０ ４ ０ ８ 貿 局 第 ３ 号 

輸出注意事項２０１９第１７号 

経 済 産 業 省 貿 易 経 済 協 力 局 

 

 

 

「水銀に関する水俣条約の締約国について」（平成２７年１１月１１日付け輸出注意事

項２７第２６号）の一部を改正する規程を次のとおり制定する。 

 

平成３１年４月１９日 

 

 

経済産業省貿易経済協力局長 石川 正樹 

 

 

 

「水銀に関する水俣条約の締約国について」の一部改正について 

 

 

「水銀に関する水俣条約の締約国について」（平成２７年１１月１１日付け輸出注意事

項２７第２６号）の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正する。 

 

附 則 

この通達は、平成３１年５月１６日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

一 改正規定中サウジアラビアに係る部分 平成３１年５月２８日 

二 改正規定中ウガンダに係る部分 平成３１年５月３０日 

三 改正規定中アイルランド及びパレスチナに係る部分 平成３１年６月１６日 

 

 



（別紙） 

「水銀に関する水俣条約の締約国について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 

○「水銀に関する水俣条約の締約国について」（平成２７年１１月１１日付け輸出注意事項２７第２６号） 

改 正 後 現 行 

水銀に関する水俣条約の締約国等について 

 

特定の水銀、水銀化合物及び水銀使用製品等の輸出承認について（平成２

９年７月２４日付け２０１７０７０３貿局第１号・輸出注意事項２９第１３

号）において規定する水銀に関する水俣条約の締約国等は、下記のとおりと

なります。 

 

記 

 

アフガニスタン、アンティグア・バーブーダ、アルゼンチン、アルメニア

、オーストリア、ベルギー、ベナン、ボリビア、ボツワナ、ブラジル、ブル

ガリア、ブルキナファソ、カナダ、チャド、チリ、中華人民共和国、コスタ

リカ、クロアチア、キューバ、チェコ、デンマーク、ジブチ、ドミニカ共和

国、エクアドル、エルサルバドル、エストニア、エスワティニ、フィンラン

ド、フランス、ガボン、ガンビア、ドイツ、ガーナ、ギニア、ギニアビサウ

、ガイアナ、ホンジュラス、ハンガリー、アイスランド、インド、インドネ

シア、イラン、アイルランド、ジャマイカ、ヨルダン、キリバス、クウェー

ト、ラオス、ラトビア、レバノン、レソト、リヒテンシュタイン、リトアニ

ア、ルクセンブルグ、マダガスカル、マリ、マルタ、マーシャル諸島、モー

リタニア、モーリシャス、メキシコ、モルドバ、モナコ、モンゴル、ナミビ

ア、オランダ、ニカラグア、ニジェール、ナイジェリア、ノルウェー、パラ

オ、パレスチナ、パナマ、パラグアイ、ペルー、ポルトガル、ルーマニア、

ルワンダ、セントクリストファー・ネービス、セントルシア、サモア、サン

トメ・プリンシペ、サウジアラビア、セネガル、セーシェル、シエラレオネ

、シンガポール、スロバキア、スロベニア、スリランカ、スリナム、スウェ

ーデン、スイス、シリア、タイ、トーゴ、トンガ、アラブ首長国連邦、ウガ

ンダ、英国、アメリカ合衆国、ウルグアイ、バヌアツ、ベトナム、ザンビア 

水銀に関する水俣条約の締約国について 

 

特定の水銀、水銀化合物及び水銀使用製品等の輸出承認について（平成２

９年７月２４日付け２０１７０７０３貿局第１号・輸出注意事項２９第１３

号）において規定する水銀に関する水俣条約の締約国は、下記のとおりとな

ります。 

 

記 

 

アフガニスタン、アンティグア・バーブーダ、アルゼンチン、アルメニア

、オーストリア、ベルギー、ベナン、ボリビア、ボツワナ、ブラジル、ブルガ

リア、ブルキナファソ、カナダ、チャド、チリ、中華人民共和国、コスタリ

カ、クロアチア、キューバ、チェコ、デンマーク、ジブチ、ドミニカ共和国、

エクアドル、エルサルバドル、エストニア、フィンランド、フランス、ガボ

ン、ガンビア、ドイツ、ガーナ、ギニア、ギニアビサウ、ガイアナ、ホンジュ

ラス、ハンガリー、アイスランド、インド、インドネシア、イラン、ジャマ

イカ、ヨルダン、キリバス、クウェート、ラオス、ラトビア、レバノン、レソ

ト、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マダガスカル、マ

リ、マルタ、マーシャル諸島、モーリタニア、モーリシャス、メキシコ、モ

ルドバ、モナコ、モンゴル、ナミビア、オランダ、ニカラグア、ニジェール、

ナイジェリア、ノルウェー、パラオ、パナマ、パラグアイ、ペルー、ポルト

ガル、ルーマニア、ルワンダ、セントクリストファー・ネーヴィス、セント

ルシア、サモア、サントメ・プリンシペ、セネガル、セーシェル、シエラレ

オネ、シンガポール、スロバキア、スロベニア、スリランカ、スリナム、ス

ワジランド、スウェーデン、スイス、シリア、タイ、トーゴ、トンガ、アラブ

首長国連邦、英国、アメリカ合衆国、ウルグアイ、バヌアツ、ベトナム、ザ

ンビア 

 



経 済 産 業 省 
 

２０１９０４０８貿局第３号 

経済産業省貿易経済協力局 

 

 

 

「（お知らせ）バーゼル条約の締約国等について」（平成２７年４月２２日付け２０１５

０４０９貿局第１号）の一部を改正する規程を次のとおり制定する。 

 

平成３１年４月１９日 

 

 

 

経済産業省貿易経済協力局長 石川 正樹 

 

 

 

「（お知らせ）バーゼル条約の締約国等について」の一部改正について 

 

 

「（お知らせ）バーゼル条約の締約国等について」（平成２７年４月２２日付け２０１５

０４０９貿局第１号）の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正し、平成３１年５月１６日

から施行する。 

 

 



（別紙） 

 

「（お知らせ）バーゼル条約の締約国等について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 
○「（お知らせ）バーゼル条約の締約国等について」（平成２７年４月２２日付け２０１５０４０９貿局第１号） 

改 正 後 現 行 

「特定有害廃棄物等の輸出承認について」（平成５年１２月１４日付け５貿局

第３９８号・輸出注意事項５第４１号）及び「特定有害廃棄物等の輸入の承認に

ついて」（平成１９年３月６日付け平成１９・０２・２７貿局第３号・輸入注意

事項１９第１１号）において規定する有害廃棄物の国境を越える移動及びその処

分の規制に関するバーゼル条約（以下「バーゼル条約」という。）の締約国又は

経済協力開発機構の加盟国については、下記のとおり定め、平成２７年４月２２

日から実施します。 
なお、平成１４年２月１３日付け「バーゼル条約の締約国等について（お知ら

せ）」は、平成２７年４月２１日限り廃止します。 
 

記 
 
１ バーゼル条約の締約国等 

アフガニスタン、アルバニア、アルジェリア、アンドラ、アンゴラ、アンテ

ィグア・バーブーダ、アルゼンチン、アルメニア、オーストラリア、オースト

リア、アゼルバイジャン、バハマ、バーレーン、バングラデシュ、バルバドス

、ベラルーシ、ベルギー、ベリーズ、ベナン、ブータン、ボリビア、ボスニア

・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ブラジル、ブルネイ、ブルガリア、ブルキナフ

ァソ、ブルンジ、カーボベルデ、カンボジア、カメルーン、カナダ、中央アフ

リカ、チャド、チリ、中華人民共和国、コロンビア、コモロ、コンゴ共和国、

コンゴ民主共和国、クック、コスタリカ、コートジボアール、クロアチア、キ

ューバ、キプロス、チェコ、デンマーク、ジブチ、ドミニカ、ドミニカ共和国

、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、赤道ギニア、エリトリア、エスト

ニア、エスワティニ、エチオピア、ＥＵ、フィンランド、フランス、ガボン、

ガンビア、ジョージア、ドイツ、ガーナ、ギリシャ、グアテマラ、ギニア、ギ

ニアビサウ、ガイアナ、ホンジュラス、ハンガリー、アイスランド、インド、

インドネシア、イラン、イラク、アイルランド、イスラエル、イタリア、ジャ

マイカ、ヨルダン、カザフスタン、ケニア、キリバス、北朝鮮、大韓民国、ク

ウェート、キルギス、ラオス、ラトビア、レバノン、レソト、リベリア、リビ

「特定有害廃棄物等の輸出承認について」（平成５年１２月１４日付け５貿局

第３９８号・輸出注意事項５第４１号）及び「特定有害廃棄物等の輸入の承認に

ついて」（平成１９年３月６日付け平成１９・０２・２７貿局第３号・輸入注意事

項１９第１１号）において規定する有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分

の規制に関するバーゼル条約（以下「バーゼル条約」という。）の締約国又は経済

協力開発機構の加盟国については、下記のとおり定め、平成２７年４月２２日か

ら実施します。 
なお、平成１４年２月１３日付け「バーゼル条約の締約国等について（お知ら

せ）」は、平成２７年４月２１日限り廃止します。 
 

記 
 
１ バーゼル条約の締約国等 

アフガニスタン、アルバニア、アルジェリア、アンドラ、アンゴラ、アンテ

ィグア・バーブーダ、アルゼンチン、アルメニア、オーストラリア、オースト

リア、アゼルバイジャン、バハマ、バーレーン、バングラデシュ、バルバドス

、ベラルーシ、ベルギー、ベリーズ、ベナン、ブータン、ボリビア、ボスニア

・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ブラジル、ブルネイ、ブルガリア、ブルキナフ

ァソ、ブルンジ、カーボヴェルデ、カンボジア、カメルーン、カナダ、中央ア

フリカ、チャド、チリ、中華人民共和国、コロンビア、コモロ、コンゴ共和国

、コンゴ民主共和国、クック、コスタリカ、コートジボアール、クロアチア、

キューバ、キプロス、チェコ、デンマーク、ジブチ、ドミニカ、ドミニカ共和

国、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、赤道ギニア、エリトリア、エス

トニア、エチオピア、ＥＵ、フィンランド、フランス、ガボン、ガンビア、ジ

ョージア、ドイツ、ガーナ、ギリシャ、グアテマラ、ギニア、ギニアビサウ、

ガイアナ、ホンジュラス、ハンガリー、アイスランド、インド、インドネシア

、イラン、イラク、アイルランド、イスラエル、イタリア、ジャマイカ、ヨル

ダン、カザフスタン、ケニア、キリバス、北朝鮮、大韓民国、クウェート、キ

ルギス、ラオス、ラトビア、レバノン、レソト、リベリア、リビア、リヒテン



ア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マダガスカル、マラ

ウイ、マレーシア、モルディブ、マリ、マルタ、マーシャル、モーリタニア、

モーリシャス、メキシコ、ミクロネシア、モルドバ、モナコ、モンゴル、モン

テネグロ、モロッコ、モザンビーク、ミャンマー、ナミビア、ナウル、ネパー

ル、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、ニジェール、ナイジェリア、

ノルウェー、オマーン、パキスタン、パラオ、パナマ、パプアニューギニア、

パラグアイ、ペルー、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、カタール、ルー

マニア、ロシア、ルワンダ、セントクリストファー・ネービス、セントルシア

、セントビンセント、サモア、サントメ・プリンシペ、サウジアラビア、セネ

ガル、セルビア、セーシェル、シエラレオネ、シンガポール、スロバキア、ス

ロベニア、ソマリア、南アフリカ共和国、スペイン、スリランカ、パレスチナ

、スーダン、スリナム、スウェーデン、スイス、シリア、タジキスタン、タン

ザニア、タイ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、トーゴ、トンガ、トリニ

ダード・トバゴ、チュニジア、トルコ、トルクメニスタン、ウガンダ、ウクラ

イナ、アラブ首長国連邦、英国、ウルグアイ、ウズベキスタン、ベネズエラ、

ベトナム、イエメン、ザンビア、ジンバブエ 
２・３ （略） 

シュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マダガスカル、マラウイ、マレー

シア、モルディブ、マリ、マルタ、マーシャル、モーリタニア、モーリシャス

、メキシコ、ミクロネシア、モルドバ、モナコ、モンゴル、モンテネグロ、モ

ロッコ、モザンビーク、ミャンマー、ナミビア、ナウル、ネパール、オランダ

、ニュージーランド、ニカラグア、ニジェール、ナイジェリア、ノルウェー、

オマーン、パキスタン、パラオ、パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、

ペルー、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、カタール、ルーマニア、ロシ

ア、ルワンダ、セントクリストファー・ネーヴィス、セントルシア、セントビ

ンセント、サモア、サントメ・プリンシペ、サウジアラビア、セネガル、セル

ビア、セーシェル、シエラレオネ、シンガポール、スロバキア、スロベニア、

ソマリア、南アフリカ共和国、スペイン、スリランカ、パレスチナ、スーダン

、スリナム、スワジランド、スウェーデン、スイス、シリア、タジキスタン、

タンザニア、タイ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、トーゴ、トンガ、ト

リニダード・トバゴ、チュニジア、トルコ、トルクメニスタン、ウガンダ、ウ

クライナ、アラブ首長国連邦、英国、ウルグアイ、ウズベキスタン、ベネズエ

ラ、ベトナム、イエメン、ザンビア、ジンバブエ 
２・３ （略） 
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